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   第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 地 域 支 援 事 業 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支  

援 総 合 事 業 ） 実 施 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 ウ に 規 定 す る 第 １ 号 介  

護 予 防 支 援 事 業 の 実 施 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は ， こ の 要 綱 に お い て 定 め る  

も の の ほ か ， 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」  

と い う 。 ） ， 介 護 保 険 法 施 行 規 則 （ 平 成 １ １ 年 厚 生 省 令 第 ３ ６ 号 。  

以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） ， 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 適  

切 か つ 有 効 な 実 施 を 図 る た め の 指 針 （ 平 成 ２ ７ 年 厚 生 労 働 省 告 示  

第 １ ９ ６ 号 ） 及 び 地 域 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 ６ 月 ９ 日 老  

発 第 ０ ６ ０ ９ ０ ０ １ 号 厚 生 労 働 省 老 健 局 長 通 知 「 地 域 支 援 事 業 の  

実 施 に つ い て 」 別 紙 ） の 例 に よ る 。  

 （ 事 業 実 施 主 体 ）  

第 ３ 条  第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 は ， 介 護 保 険 法 第 １ １ ５ 条 の ４ ７  

第 ４ 項 の 規 定 に よ り 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 実 施 の 委 託  

を 受 け た 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 設 置 者 （ 法 １ １ ５ 条 の ４ ６ 第 １  

項 に 基 づ き 本 市 が 委 託 し た 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 設 置 す る 法 人  

に 限 る 。 以 下 「 委 託 事 業 者 」 と い う 。 ） が 行 う も の と す る 。  

   第 ２ 章  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ａ  



（ 事 業 の 定 義 ）  

第 ４ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ａ 」 と  

は ， 委 託 事 業 者 が 介 護 予 防 支 援 事 業 に 相 当 す る サ ー ビ ス を 居 宅 要  

支 援 被 保 険 者 等 に 対 し 提 供 す る 事 業 を い う 。  

 （ 事 業 実 施 の 基 準 ）  

第 ５ 条  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ａ の 事 業 実 施 の 基 準 は ， 指  

定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 支 援  

等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 平  

成 １ ８ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ３ ７ 号 。 以 下 「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第  

１ 条 の ２ か ら 第 ３ １ 条 ま で （ 第 ３ ０ 条 第 ２ １ 号 の ２ を 除 く 。 ） に  

規 定 す る 基 準 と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 基 準 省 令 第 １ ２ 条 第 １  

項 第 １ 号 中 「 の 議 を 経 な け れ ば な ら な い こ と 。 」 と あ る の は 「 の  

議 を 経 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い こ と 。 」 と ， 第 ２ ８ 条 第 ２ 項  

中 「 ２ 年 間 」 と あ る の は 「 ５ 年 間 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 ３ 章  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｂ  

（ 事 業 の 定 義 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｂ 」 と  

は ， 委 託 事 業 者 が 基 準 省 令 を 緩 和 し た サ ー ビ ス を 居 宅 要 支 援 被 保  

険 者 等 に 対 し 提 供 す る 事 業 を い う 。  

（ 事 業 実 施 の 基 準 ）  

第 ７ 条  事 業 者 は ， 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｂ の 提 供 の 開 始  

に 際 し ， あ ら か じ め 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及 び 介 護 予 防 ケ ア プ ラ  

ン （ 法 第 １ １ ５ 条 の ４ ５ 第 １ 項 ニ の 規 定 に よ る 第 １ 号 介 護 予 防 支  

援 事 業 を 行 う 者 が 作 成 す る ケ ア プ ラ ン を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 第  

１ 条 の ２ に 規 定 す る 基 本 方 針 及 び 利 用 者 の 希 望 に 基 づ き 作 成 さ れ  

る も の で あ る こ と 等 に つ き 説 明 を 行 い ， 理 解 を 得 な け れ ば な ら な  

い 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か ， 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｂ の  

事 業 実 施 の 基 準 は ， 基 準 省 令 第 １ 条 の ２ か ら 第 ３ １ 条 ま で （ 第 ４  

条 第 ２ 項 及 び 第 ３ ０ 条 第 ２ １ 号 の ２ を 除 く 。 ） に 規 定 す る 基 準 と  



す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 基 準 省 令 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 中 「 ２ 年 間 」  

と あ る の は 「 ５ 年 間 」 と ， 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 ９ 号 中 「 担 当 職 員 は ， 」

と あ る の は 「 担 当 職 員 は ， 必 要 に 応 じ て 」 と ， 同 条 同 項 第 １ ５ 号  

イ 中 「 三 月 に 一 回 」 と あ る の は 「 六 月 に 一 回 」 と ， 同 条 同 項 同 号  

ロ 中 「 可 能 な 限 り ， 」 と あ る の は 「 可 能 な 限 り ， 二 月 に 一 回 以 上 」  

と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 ４ 章  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｃ  

（ 事 業 の 定 義 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｃ 」 と  

は ， 基 本 的 に 事 業 利 用 開 始 時 の み 委 託 事 業 者 が 基 準 省 令 を 緩 和 し  

た サ ー ビ ス を 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 に 対 し 提 供 す る 事 業 を い う 。  

（ 事 業 実 施 の 基 準 ）  

第 ９ 条  事 業 者 は ， 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｃ の 提 供 の 開 始  

に 際 し ， あ ら か じ め 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及 び 介 護 予 防 ケ ア プ ラ  

ン （ 市 が 別 に 定 め る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 第 １ 条 の ２ に 規  

定 す る 基 本 方 針 及 び 利 用 者 の 希 望 に 基 づ き 作 成 さ れ る も の で あ る  

こ と 等 に つ き 説 明 を 行 い ， 理 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か ， 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 Ｃ の  

事 業 実 施 の 基 準 は ， 基 準 省 令 第 １ 条 の ２ か ら 第 １ １ 条 ま で 及 び 第  

１ ３ 条 か ら 第 ３ １ 条 ま で （ 第 ４ 条 第 ２ 項 ， 第 ３ ０ 条 第 １ ４ 号 の ２  

及 び 同 条 第 ２ １ 号 の ２ を 除 く 。 ） に 規 定 す る 基 準 と す る 。 こ の 場  

合 に お い て ， 基 準 省 令 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 中 「 ２ 年 間 」 と あ る の は ，  

「 ５ 年 間 」 と ， 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 ９ 号 及 び 同 項 第 １ ３ 号 か ら 同 項  

第 １ ５ 号 ま で 中 「 担 当 職 員 は ， 」 と あ る の は 「 担 当 職 員 は ， 必 要  

に 応 じ て 」 と ， 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 １ ４ 号 中 「 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計  

画 に 位 置 づ け た 期 間 が 終 了 す る と き は ， 」 と あ る の は 「 ， 」 と 読  

み 替 え る も の と す る 。  

第 ４ 章  雑 則  

 （ 委 任 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業  



の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  


